
 
 

入札公告第１号 

 

 本組合は、千葉県自治会館ブラインド等設置工事業務について、次のとおり

公募型企画提案（プロポーザル）方式の参加者を募集する。 

 

 平成２９年１２月１１日 

 

千葉県市町村総合事務組合長 岩田 利雄 

 

 

１ 趣旨 

  千葉県市町村総合事務組合（以下、「本組合」という。）が所有する千葉

県自治会館（以下、「本会館」という。）には、現在、２階から８階のダブ

ルスキン内に電動式ブラインドを設置している。 

このブラインドは、設置後１０年以上が経過し、経年劣化によりブラインド

を下ろしている状態であってもスラット間から太陽光が入り、室内の執務に支

障が出ている。 

このことから、新たにブラインド等を設置するとともに現在設置しているブ

ラインドより長期間、快適に使用できるものを設置するため、豊富な経験と高

度な専門知識を活用した優れた提案及び事業者を、公募型企画提案（プロポー

ザル）方式により選定する。 

 

２ 資格要件 

本企画提案に参加できる者は，以下の要件全てを満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定（な

お、同条第２項の規定に該当すると認められる者にあっては，その事実が

あった後３年を経過していない者）のほか、次のいずれにも該当しない者

であること。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者 

イ 対象業務の入札日（本件については公告日）前６月以内に手形若し

くは小切手の不渡りを出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、 

同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、 

同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

（２）この公告の日から決定の日までの間に、千葉県建設工事請負業者等指名

停止措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（３）千葉県暴力団排除条例（平成２３年条例第４号）に定める暴力団密接関

係者に該当しない者及び利益供与の禁止に反しない者であること。 



 
 

（４）平成２４年度以降に、国及び地方公共団体の建物にブラインド等を設置

又は改修工事の業務実績を有すること。 

 

３ 契約の概要 

業務名称 ：千葉県自治会館ブラインド等設置工事業務 

履行期限 ：契約締結日から平成３０年３月３０日（金）まで 

契約上限額：１６，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額含む） 

ただし，この金額は企画提案内容の規模を示すものであり、

契約時の予定価格を示すものではないことに留意すること。 

また、上記契約上限額を超えてはならない。 

施設の概要：名称 千葉県自治会館 

場所 千葉県千葉市中央区中央４－１７－８ 

用途地域等 事務所ビル 

敷地面積 1,711.09㎡ 

延床面積 8,099.77㎡ 

構造 ＳＲＣ造（一部ＲＣ造） 

階数 地上９階、地下２階、塔屋１階 

 

４ 委託業務の内容 

「千葉県自治会館ブラインド等設置工事基本仕様書」のとおり。 

 

５ 業者選定スケジュール 

業者選定等に関するスケジュールは次のとおりとする。 

内容 期日 

事業告示 平成２９年１２月１１日（月） 

参加申請書等受付期間 
平成２９年１２月１１日（月） 

～１２月２８日（木） 

質問受付期限 平成２９年１２月２０日（水） 

質問回答期限 平成２９年１２月２２日（金） 

参加申請書等提出期限 平成２９年１２月２８日（木） 

プレゼンテーション及びヒ

アリング 
平成３０年 １月１８日（木）予定 

業者決定通知 平成３０年 １月２５日（木） 

 

６ 実施要領等の交付に関する事項 

実施要領等の交付は、事務局より文書にて発送する。なお、電子媒体で必要

な場合は事務局まで連絡すること。 

［事務局］ 

〒２６０－００１３ 



 
 

千葉県千葉市中央区中央４－１７－８ 千葉県自治会館８階 

千葉県市町村総合事務組合 総務課 

ＴＥＬ：０４３－３１１－４１５５ 

ＦＡＸ：０４３－２２７－７６６４ 

電子メール：soumu@ctv-chiba.or.jp 

 

７ 参加申請書等の提出に関する事項 

企画提案に参加を希望する者は、次により参加申請書等を提出すること。 

なお、次項に記載する提出期間内に参加申請書等を提出しない者は、本企画

提案に参加することはできない。 

（１）参加申請書等の提出期限 

平成２９年１２月１１日（月）午前８時３０分から 

平成２９年１２月２８日（木）午後１時まで 

※郵送の場合は、平成２９年１２月２８日（木）午後１時まで必着 

（２）提出書類等 

ア 参加申請書（様式第１号） 

イ 会社概要書（様式第２号） 

ウ 類似業務実績書（任意様式） 

エ プロポーザル企画提案書（任意様式：原本は代表者印を押印する 

こと） 

オ 業務スケジュール（任意様式） 

カ 業務実施体制（様式第３号） 

キ 見積書（様式第４号） 

ク 各地方法務局が発行する履歴事項全部証明書（３ヶ月以内の原本） 

ケ 財務諸表（直近２事業年度分） 

コ 法人税及び消費税及び地方消費税の納税証明書（３ヶ月以内の原

本） 

サ 過去の実績が分かる書類 

シ 書類提出時点で国又は地方公共団体から指名停止等を受けていな 

い旨の誓約書 

ス ブラインド等のサンプル（一部分） 

（３）提出先及び提出方法 

事務局に持参又は郵送（配達記録又は書留の扱いとすること）するも 

のとする。持参の場合、千葉県自治会館の閉庁日を除く、各日午前８時  

３０分から午後５時までに提出すること。 

（４）提出部数 

上記ア～キの書類を順番にＡ４ファイルに綴じて、ファイルの表紙及び

背表紙に参加事業者名を記載したものを１０部（原本１部、写し９部）提

出すること。ただし、図などはＡ３版を折り込んでも構わない。 



 
 

また、上記ク～スの書類等は、事務局宛てに１部提出すること。 

（５）企画提案書作成上の基本事項 

ア 仕様書に記載されている要求事項に対する提案内容が全て確認で

きること。 

イ 記述に当たっては、説明を要せずとも理解できる内容や表現とする

こと。 

（６）参加資格の喪失 

参加申請書等を提出した者が次のいずれかに該当する場合には、本企画

提案に参加することができないこととする。 

ア 前記の資格要件を満たさなくなったとき 

イ 参加申請書等に虚偽の記載をしたとき 

（７）参加を辞退する場合 

    参加申請書を提出後に辞退する場合は、提案書の提出期限までに辞退

届を郵送にて、事務局宛てに送付すること。 

 

８ 質問及び回答に関する事項 

本企画提案に関する質問は、次により行うこと。 

（１）質問方法 

企画提案書の作成や提出に当たり質疑等がある場合は、事務局あて電子

メールで送信することとする。なお、電子メール以外での質問は受け付け

ない。 

（２）質問書の様式 

様式は自由とするが、電子メールの表題は「千葉県自治会館ブラインド

等設置工事 企画提案に関する質問」とし、業者名、担当者氏名及び連絡

先を明記すること。また、送信データの容量は３ＭＢ以内とすること。 

（３）受付期限 

平成２９年１２月２０日（水）午後５時（必着） 

（４）回答期限及び回答方法 

平成２９年１２月２２日（金）までに参加各社へ電子メールにて送信す

る。 

なお、質問に対する回答は、本実施要領の追加又は修正とみなす。 

 

９ 候補者の選定に関する事項 

（１）審査会 

優先交渉権者の選定は、千葉県自治会館ブラインド等設置工事業務企画

提案審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 

（２）選定方法 

審査委員会は、企画提案書提出者を対象に企画提案書及びヒアリングに

基づき、「千葉県自治会館ブラインド等設置工事業務企画提案審査基準」



 
 

（以下「審査基準」という。）のとおり採点を行い、最優秀提案者１者、

次点提案者１者を選定する。ただし、企画提案書提出者が１者の場合は最

優秀提案者１者のみの選定となる。 

（３）ヒアリングについて 

審査委員会は、事前に提出した企画提案書に基づき、下記のとおりヒア

リングを実施する。 

 留意事項 

開催日及び場所 平成３０年１月１８日（木） 

千葉県自治会館会議室を予定 

（詳細は決まり次第別途通知する） 

ヒアリング要領 ①プレゼンテーション及び質疑を実施する。 

②当日の説明は、予め提出した企画提案書を使用す

ること。なお、必要に応じプレゼンテーション用

資料を作成し、使用しても良い。 

③業務を委託した場合に、本業務の責任者及び担当

となる予定の者を出席させること（ただし、出席

者は３名までとする）。 

時間 プレゼンテーション（２０分以内） 

質疑応答（１０分以内） 

なお、ヒアリングの実施までに参加者の都合により辞退する場合には、 

書面により（任意様式）記名押印の上、事務局へ持参又は郵送することと

する。ただし、辞退した場合であっても、その後辞退したことによる不利

益は生じない。 

 

10 最優秀提案者の決定等 

本企画提案の最優秀提案者は、次により決定する。 

（１）提案内容及び見積金額で、審査基準の項目によって評価し、優先交渉権

者を決定する。 

（２）得点上位の優秀提案者から順位付けをし、第１位の者を最優秀提案者と

する。 

（３）選定結果の採否については、自己の結果のみを各提案者に文書で通知す

る。 

（４）評価内容及び選定結果に対する問い合わせには応じないものとする。 

 

11 契約に関する事項 

本企画提案の契約については、次により行うこと。 

（１）審査委員会において決定された最優秀提案者を優先交渉権者とし、業務

契約の締結交渉を行う。なお、優先交渉権者の提出した見積書金額を超え

る金額での契約は締結しない。また、特別な理由により最優秀提案者と契



 
 

約締結ができない場合は、他の優秀提案者のうち、10（２）で付けた順位

が上位の者から順に契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立したも

のを請負者と決定する。 

（２）契約書の作成 

本組合と請負者で協議した上で契約書を作成する。 

（３）支払いの条件 

ア 支払方法は、本組合と請負者が協議の上で、契約書で定める。 

イ 支払いは、契約書に基づいて支払う。 

（４）その他契約に関する事項 

契約時における仕様は、企画提案書に記載されている事項とするが、本組

合と請負者との協議により、必要に応じて追加、変更又は削除を行うことが

ある。 

 

12 参加者の欠格に関する事項 

参加者は、以下のいずれかの事項に該当した場合は、失格又は無効とする。 

（１）提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合及び審査委員会によるヒア

リングに遅れた者 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く） 

（４）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（５）実施要領に違反すると認められる場合 

（６）企画提案書に添付した見積金額が、契約上限額を超えている場合 

（７）プロポーザル参加資格要件に該当しない場合 

（８）その他、指示した事項に違反した場合 

 

13 その他 

（１）本プロポーザル選考に参加する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）参加申請書等の提出後の修正等は認めない。ただし、明らかな誤り並び

に本組合との調整に基づく変更又は修正についてはこの限りではない。 

（３）本組合が本プロポーザル選考に関する報告、公表等のために必要な場合

は、参加者の承諾を得ずに参加申請書等の内容を無償で使用できるものと

する。 

（４）参加申請書等は返却しない。なお、提出された書類は本プロポーザル選

考以外の用途には使用しない。 

（５）参加申請書等は原則として公開しない。ただし、本プロポーザル選考に

係る情報公開請求があった場合は，参加申請書等を公開する場合がある。 

（６）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標

権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっ

ている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、



 
 

全て参加者が負う。 

（７）本プロポーザル選考に対し、参加者は１つの提案しか行うことができな

い。 

（８）見積金額は契約金額を保証するものではなく、本業務に係る費用の見込

額とする。 

（９）提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のため、業務の具体的な実

施方針について、資料の提出を求めることがある。 

 

 


